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自然の豊かさや自然が持つ多様な価値を再認識し、自然との調和・共生を
目指します。

豊かな自然を守り育むまち分野目標
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〈指標例〉

〈施策体系〉

指　標 現　況 目標（平成２３年度）
環境基準達成率（水質・地下水）
汚水処理人口普及率
森林整備面積
営農サポーター登録者数
指定保存樹木・樹林

１００％
現況より高くする

２００ｈａ
２５０人

樹木５３０本、樹林１８，０００ｍ2

１００％（H17）
９１．７％（H17）
１６５ｈａ（H18）
４０人（H18）

樹木４３８本、樹林１２，７００ｍ2（H17）

水
を
守
る

１－１－１水源の保全
●啓発　●保安林の整備　●水源の監視やパトロール

１－１－２地下水の保全と地盤環境の保全
●地下水の監視・調査　●雨水や融雪水の地下浸透促進
●休耕田などを利用した地下水涵養手法の検討　●地下水の合理的な利用の促進

１－１－３水質の保全
●水質・底質環境の調査･監視　●生活排水処理施設の整備
●事業所への立入調査・指導　●下水道の合流改善　●海水浴場の水質検査
●富山湾の水質保全対策　●ゴルフ場排水の水質検査、ゴルフ場周辺の井戸水の調査
●水質事故の未然防止対策の推進

１－１－４水辺環境の保全
●河川や海岸の美化　●国や県と連携した海や河川の保全・整備
●自然に配慮した河川整備、自然浄化機能などの向上
●水辺環境を活かした交流活動やレクリエーション拠点の整備、
　景観や親水性に配慮した水辺空間の整備

１－１－５水循環の保全
●情報提供や啓発、市民･事業者と連携した水環境保全の推進
●節水や水利用の合理化・効率化、水の循環的利用の推進
●雨水浸透施設や雨水貯留施設の整備　●水循環に関する情報収集

１－１

森
林
・

農
地
を
守
る

１－２－１森林の整備・保全
●計画的な森林の整備・保全　●自然公園や森林公園の整備　●体験活動などを通じた普及啓発
●市民の参加による森林や里山の整備や保全の推進、森林ボランティア組織の育成･支援
●地域材の利用促進や、森林バイオマスなど森林資源の有効活用

１－２－２農地の保全
●農業従事者がやりがいをもって農業に取り組める環境づくり
●市民による農作業支援や水田への水張りによる耕作放棄地の発生・増加防止
●環境保全型農業や、エコファーマー認定の推進

１－2

１－３－１身近な自然の保全と活用
●里山の保全・整備　●ビオトープなど生き物とのふれあいの場の確保
●人と生き物との共生についての意識啓発

１－３－２生態系の保全
●自然環境の現況把握、保全対策の強化、総合的な生態系保全の体制整備
●自然公園、自然環境保全地域、鳥獣保護区の特別保護地区等のパトロールや、山岳トイレの整備
●保護すべき緊急性の高い固有種とその生息地の優先的な保護
●有害鳥獣について、発生原因の調査、被害対策・防止策の検討・実施
●野生生物の捕獲や採取、外来種（移入種）、生物の移動経路の分断、開発行為や農薬･化学肥料などによる
　生物への影響防止

１－3

自
然
を
守
る
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良好な生活環境を維持し、公共交通活性化によるコンパクトなまちづくり
により、快適な都市空間の創出と、誰もが快適で質が高く、かつ環境に配
慮した暮らしの実現を目指します。

みんなが快適で住みやすいまち分野目標
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〈指標例〉

〈施策体系〉

指　標 現　況 目標（平成２３年度）

生
活
環
境
の
保
全

２－１－１大気汚染の防止
●大気汚染状況の常時監視　●事業所などへの規制･指導　●自動車排ガス対策の推進　　　　　　　　　
●工場･事業所等のボイラーなど固定発生源対策　●アスベスト飛散防止のための規制･指導

２－１－２騒音及び振動の防止
●道路交通騒音･振動の監視　●事業所などへの規制･指導　●近隣騒音について発生抑制の啓発
●建設作業などによる騒音･振動の未然防止　●交通流対策　●路面状況から発生する騒音や振動の緩和
●工場と住宅の混在地域における土地利用の適正化の促進

２－１－３悪臭の防止
●法律や条例に基づく規制の充実　●事業所などへの指導

２－１－４土壌汚染の防止
●事業所への指導
●移転や建て替え時の状況調査指導、汚染が明らかになった場合の浄化措置等の実施徹底

２－１－５化学物質対策の推進
●PRTR法に基づく、企業による化学物質の自主管理や排出量等の報告徹底、リスクコミュニケーションの促進
●ダイオキシン類やPCB、その他の有害化学物質の排出事業者に対する排出抑制指導
●内分泌かく乱作用など、人の健康や生態系への影響が明確にされていない化学物質についての
　情報収集・提供

2－１

コ
ン
パ
ク
ト
な

ま
ち
づ
く
り

2－2

２－３－１交通体系の整備
●公共交通の活性化　●地域拠点や交通結節点を結ぶ交通体系の形成　●公共交通の利用推進　　　　　
●バス路線の維持、マイカー利用との連携、交通情報提供システムの充実などによる
　公共交通機関の利便性向上
●幹線市道や都市計画道路の計画的な整備、交通支障箇所交差点の改良

２－３－２環境にやさしい自動車利用
●エコドライブの普及啓発　●輸送効率の高い物流システムの構築推進
●ＢＤＦ利用、低公害車・低燃費車、クリーンエネルギー自動車の普及促進

2－3

環
境
負
荷
の

低
い
交
通

体
系
の
実
現

環境基準達成率（大気）
環境基準達成率（騒音）
環境基準達成率（ダイオキシン類）
都心地区人口
公共交通利用者数

８３％
９４％
１００％

２７，０００人
６２，０００人/日

８２．９％（H17）
８０．６％（H17）
９２．６％（H17）

２４，０９９人（H18）
６１，７８０人/日（H16）

２－２－１コンパクトで環境にやさしいまちづくり
●総合計画や都市計画と連携したコンパクトで環境負荷の少ないまちづくりの推進
●環境に配慮した都市・施設整備　●エコライフスタイルの啓発

２－２－２うるおいのあるまちづくり
●緑地、屋敷林や社寺林、巨木・古木など緑の保全　●公共施設の緑化や街路樹等の整備
●商業施設や民家の庭や生垣などの緑化促進　●公園や水辺空間などの計画的な整備
●土地の適正利用の推進

２－２－３まちの景観・美観の保全
●良好な都市景観の保全・形成　●屋外広告物の規制　●公共事業や開発事業における景観整備の推進
●歴史的文化的遺産・景観の保全と活用　●市民や事業者と協力したまちの環境美化の推進
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市民・事業者・行政が一体となった地球温暖化対策の推進、ごみをできる
だけ発生させないライフスタイル、資源の循環利用、ごみの適正処理を進め、
循環型社会を実現していきます。

脱温暖化・循環型のまち分野目標
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〈指標例〉

〈施策体系〉

指　標 現　況 目標（平成２３年度）

地
球
温
暖
化
の
防
止

３－１－１省エネルギーの推進
●省エネルギー・省資源のライフスタイルの普及啓発
●市の事務事業に伴う温室効果ガスの排出削減
●住宅や事業所、公共施設などの省エネルギー化、省エネルギー機器の導入推進
●公共交通活性化によるコンパクトなまちづくりを通じた省エネルギー型のまちづくり

３－１－２新エネルギーの導入
●新エネルギーの導入推進　●未活用のバイオマス資源の利活用
●住宅用太陽光発電導入への支援、風力や森林バイオマス、小水力発電の導入検討

３－１－３二酸化炭素以外の温室効果ガス削減対策
●家畜ふん尿の適正処理の推進、環境にやさしい農業の推進
●廃棄物の発生抑制、減量化、リサイクルの推進　●フロン類の回収・適正処理の推進

３－１－４二酸化炭素の吸収源対策
●市民、事業者、NPOなどの多様な担い手と連携した、森林の公益的機能の維持増進
●森林機能の重要性に対する認識や森づくりへの参画意識の高揚
●地域の木材資源の有効利用　●市街地における緑地の保全・整備や緑化

3－１

3－2

市民一人あたり二酸化炭素排出量
市民一人１日あたり一般廃棄物排出量
一般廃棄物リサイクル率
産業廃棄物減量化・循環利用率
不適正処理指導率

１１．４ｔ-ＣＯ２/人（H15）
１，１３１ｇ（H17）
１９．１％（H17）
９３．８％（H16）
１７％（H16）

３－２－１一般廃棄物対策
●一般廃棄物の発生抑制などの対策推進
●ごみを出さないライフスタイルの普及啓発　●ごみの分別排出の徹底
●適正処理困難物の適正処理　●事業系一般廃棄物の減量化促進

３－２－２産業廃棄物対策
●産業廃棄物の発生抑制や減量化対策の推進　●産業廃棄物の発生や移動、処理・処分の状況把握
●定期的な立入調査による産業廃棄物の適正処理の徹底

３－２－３エコタウン事業の推進
●エコタウン事業の推進　●エコタウン事業者との環境保全協定に基づく地域の環境保全
●エコタウンに関する情報発信
●エコタウン交流推進センターの活動充実

３－２－４不法投棄対策
●排出者責任と適正処理の徹底指導
●パトロールや立入調査による不法投棄・不適正処理の未然防止や早期発見

１０.６ｔ-ＣＯ２/人
１,０７５ｇ
２５.０％
９６.０％
１０％

循
環
型
社
会
の
構
築
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だれもが環境を良くする取り組みを実践し、お互いに連携していきます。
また、人・もの・お金の好循環をつくり出すことで環境が良くなり、環境
を良くすることで人やもの・お金の良い流れを生み出すことを目指します。

環境の保全と創造を担う人・地域をつくるまち分野目標
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〈指標例〉

〈施策体系〉

指　標 現　況 目標（平成２３年度）

環
境
教
育
学
習
の
推
進

４－１－１環境教育･学習の充実
●環境教育･学習の推進　●環境学習の場と機会の充実
●環境保全活動リーダーの育成や派遣　●市民の自主的な環境学習活動の支援
●エコタウン交流推進センターを拠点とした環境教育・学習の全市的な展開

４－１－２知識や情報を行動に結びつける仕組みづくり
●環境の仕組みや状況、環境保全行動の効果と必要性、市民や事業者の行動などについての広報
●環境保全活動へ気軽に参加できる体験機会や環境保全活動の場の設定
●関心や知識・情報を行動につなげるため、環境に関する体験的な学習　
●環境保全行動に向けたインセンティブ（動機づけ）を工夫

４－１－３情報の収集･整備･提供
●国、県、大学や研究機関などとの連携による環境情報の収集と提供
●ホームページやエコタウン交流推進センター等さまざまな場や媒体を活用した環境情報の提供
●環境報告書の作成・公表

4－１

4－2

エコタウン交流推進センター利用者数
こどもエコクラブ登録者数
グリーンツーリズム重点推進地区
学校給食における地場産野菜品目数

６，５００人（H18）
１，２８３人（H17）

４ヶ所（H18）
１６品目（H18）

４－２ １̶自主的な取り組みと協働・連携の推進
●市民や事業者の環境取り組みを活発にするための情報提供や普及啓発
●個人や家庭、地域ぐるみの取り組みの推進
●地域の力を活用した環境保全活動の支援・促進
●エコポイント（地域通貨）制度を活用した環境ボランティア活動による地域の活性化の推進
●情報共有や意見交換の機会や場の創出、コーディネーターの育成
●事業者が行う環境保全対策、環境マネジメントシステム構築への情報提供や支援
●環境ラベルなど環境に良い製品やサービスを選択できる仕組みの普及
●環境基金や市民ファンドなどの市民の環境関連事業への参加手法の検討

４－２－２環境ビジネスの振興
●エコタウン産業団地を中心にした環境産業の誘致・育成
●事業者への情報提供、融資や補助制度による経済的支援、産官学の連携による人材確保･育成などの支援
●事業者、大学や研究機関、県、国など、事業の開拓や実施に関わるさまざまな主体の調整や連携促進
●環境をテーマとしたコミュニティビジネスの振興

４－２－３地域資源を活用した交流と活性化
●都市と農山村の交流による森林や里山、農地の再生・保全　●観光や交流の拡大に伴う環境負荷の低減
●グリーンツーリズムやエコツーリズムなど環境体験型観光の促進　●「地産地消」の推進
●エコタウン産業団地と富山ライトレールの活用など、環境に関する産業観光の促進

４－２－４広域的・国際的な取り組みの推進
●近隣自治体と連携したごみ処理や自然保護などの推進
●酸性雨や黄砂、海岸漂着ごみについての監視や調査
●環日本海地域をはじめ環境に関する国際交流や、国際的な取り組みへの参加

８，５００人
１，８００人
１４ヶ所
２０品目

環
境
と
経
済
・
社
会
の
好
循
環
の
実
現




